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用水路への転落防止対策として、平成28年度から危険箇所の安全対策工事を進めてきまし

たが、いまだ転落事故が発生しています。市民の皆様に、用水路沿いの道路が危険であることを

広く認識していただくことで、転落事故の防止につながると考え、啓発チラシを設置します。 

 

１ 場 所 

各区役所・支所、地域センター等 22箇所 

公民館 37箇所 

 

２ 内 容 

 用水路転落事故は、平成27年8月～令和８年3月までに７０７件発生しています。転落事故に

おける高齢者の割合は６０％と多く、また、夕暮れから夜間にかけての事故が多くなっている状

況です。 

 これからのシーズンは、農地への取水等により、用水路の水かさが増し、転落した場合の危険

性が高くなるため、啓発チラシにより注意喚起を行います。 

 市民の皆様から、“この場所で用水路に落ちそうになった”あるいは“この場所は以前から危な

い”といった情報提供を呼びかける案内文を入れております。 

 詳細は別紙を参照してください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用水路転落防止の啓発チラシを設置し 

注意喚起を行います！ 

 

【問い合わせ先】            

岡山市 道路港湾管理課 斉藤・小野  直通086-803-1416 内線3664・3665 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


